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広告景観保全地区
特別規制地域
普通規制地域

県条例適用市町
県条例適用市町以外
（独自条例制定市）

静岡市静岡市
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熱海市熱海市
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富士宮市富士宮市
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御殿場市御殿場市

裾野市裾野市

伊豆の国市伊豆の国市

下田市
伊豆市
伊東市
藤枝市
焼津市
島田市
牧之原市
菊川市
御前崎市
掛川市
磐田市
湖西市
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伊豆市
伊東市
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牧之原市
菊川市
御前崎市
掛川市
磐田市
湖西市
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松崎町
河津町
西伊豆町
東伊豆町
小山町
函南町
長泉町
清水町
川根本町
吉田町
森町
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河津町
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3 規制地域はどこですか？

規制地域は種類に応じて段階的に区分けしています

静岡県では、地域ごとの景観特性や用途地域等に応じて段階的に地域を区分しています。それぞれ
の地域の特性に合わせて、規制地域ごとに許可基準を定め、適正な屋外広告物の規制誘導を図ってい
ます。

※該当するもののうち、知事が告示で指定する区域

3-1

■規制地域区分表

■規制地域図（県ＧＩＳ）　

特別規制地域
広告物の表示、掲出物件の設置を禁止

普通規制地域
あらかじめ設置許可が必要

第１種特別 第２種特別 第１種普通 第２種普通

自然的景観を持つ要素の
多い地域、歴史的雰囲気
を守るべき地域

良好な住環境や沿道、沿
線景観の形成に配慮すべ
き地域

用途地域等一定の規制が
必要な地域

活発な都市活動が展開さ
れている地域

第１種低層住居専用地域
第２種低層住居専用地域
風致地区
伝統的建造物群保存地区
国宝、重要文化財周辺
県の有形文化財周辺
風致保安林＊
自然環境保全地域＊
河川、湖沼、海岸＊

東名、新東名高速道路、
新幹線、伊豆縦貫自動車
道天城北道路の全区間
道路、鉄道の区間＊
上記道路、鉄道の周辺＊
都市公園、カントリーパーク、
静岡空港周辺＊
官公署、学校等

用途地域
（工業地域、中高層住宅
専用地域等、右の第２種
とした地域以外）
道路、鉄道の区間＊
上記道路、鉄道の周辺＊
河川、湖沼、海岸＊

商業地域
容積率 300% 以上の近隣
商業地域
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広告景観保全地区があります

特別規制地域又は普通規制地域のうち、地域の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、風致の維持
を図ることが必要である区域を、広告景観保全地区として指定しています。現在、２地区を指定して
おり、区域は下図で示した道路から 50 ｍの等距離線の範囲内に設定しています。

3-2

■広告景観保全地区（上段：概要図、下段：県ＧＩＳ）

広告景観保全地区
特別規制地域

広告景観保全地区
特別規制地域
普通規制地域
県条例適用市以外
（独自条例制定市）

伊豆西南海岸広告景観保全地区

伊豆市

西伊豆町

南伊豆町

河津町

下田市

松崎町

県道下田石廊松崎線

指定区間
※一部の区域を除く

沼津市沼津市

熱海市熱海市

三島市三島市

伊東市伊東市

富士市富士市

東伊豆町東伊豆町

河津町河津町

松崎町松崎町 下田市下田市

西伊豆町西伊豆町

函南町函南町

伊豆の国市伊豆の国市

清水町清水町

長泉町長泉町

伊豆市伊豆市

伊豆縦貫自動車道関連広告景観保全地区

指定区間

伊豆縦貫自動車道
（東駿河湾環状道路）

（修善寺道路）

河津下田道路

（伊豆中央道）

国道136号BP

伊豆縦貫自動車道
（天城北道路）

（三島市）
屋外広告物誘導整備地区
東駿河湾環状道路沿道地区

（三島市）
屋外広告物誘導整備地区
東駿河湾環状道路沿道地区

（伊豆の国市）
広告整備地区
韮山反射炉周辺広告整備地区

（伊豆の国市）
広告整備地区
韮山反射炉周辺広告整備地区

国道136号バイパス沿道広告整備地区

（伊豆の国市）
広告整備地区
国道136号バイパス沿道広告整備地区

一般国道136号

伊豆西南海岸広告景観保全地区

伊豆市

西伊豆町

南伊豆町

河津町

下田市

松崎町

県道下田石廊松崎線

指定区間
※一部の区域を除く

沼津市沼津市

熱海市熱海市

三島市三島市

伊東市伊東市

富士市富士市

東伊豆町東伊豆町

河津町河津町

松崎町松崎町 下田市下田市

西伊豆町西伊豆町

函南町函南町

伊豆の国市伊豆の国市

清水町清水町

長泉町長泉町

伊豆市伊豆市

伊豆縦貫自動車道関連広告景観保全地区

指定区間

伊豆縦貫自動車道
（東駿河湾環状道路）

（修善寺道路）

河津下田道路

（伊豆中央道）

国道136号BP

伊豆縦貫自動車道
（天城北道路）

（三島市）
屋外広告物誘導整備地区
東駿河湾環状道路沿道地区

（三島市）
屋外広告物誘導整備地区
東駿河湾環状道路沿道地区

（伊豆の国市）
広告整備地区
韮山反射炉周辺広告整備地区

（伊豆の国市）
広告整備地区
韮山反射炉周辺広告整備地区

国道136号バイパス沿道広告整備地区

（伊豆の国市）
広告整備地区
国道136号バイパス沿道広告整備地区

一般国道136号
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規制地域は静岡県ＧＩＳでご確認ください

規制地域の概略図は、静岡県統合基盤地理情報システム（静岡県ＧＩＳ）で公開しています。
規制地域図の詳細は、静岡県ＧＩＳ（https://www.gis.pref.shizuoka.jp）でご確認ください。

①表示する地図を切り替えます。

②屋外広告物規制情報を表示します。

3-3

左上タブの「切替」ボタンを選択します。

「都市計画情報」の

「屋外広告物規制情報」を選択します。

「屋外広告物規制情報」を選択します。

■　静岡県ＧＩＳにおける屋外広告物規制情報の閲覧方法
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③該当箇所の詳細情報（規制種別・規制内容）を確認します。
　※広告景観保全地区もご確認いただけます。

屋外広告物規制情報」が表示されますので、

該当箇所の規制地域をご確認ください。

該当箇所を指定後、

右タブに詳細情報が表示されます。

公開しているデータは、屋外広告物の規制地域を概略図としたものですので、地図作成上の誤差等
のため、実際の規制地域とは異なる場合があります。また、一部の特別規制地域（文化財周辺、官公署、
学校等）などは静岡県ＧＩＳで判別できないため、あくまで参考図として利用してください。屋外広
告物を設置する場所が規制地域に該当するか確認する際は、p.66 ～ 68 の窓口にお問い合わせください。


